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保育施設への入園申込について
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保育施設（認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所等）入園申込の際は、下記の点にご注意いただき、申込書と同時配布の「令和８年度 保育施設入園のご案内」を必ずご一読ください。下記説明文の末尾にある（　　 ）内のページ番号は、「令和８年度 保育施設入園のご案内」の該当ページを表します。
なお、申込書の記入例及び各施設の空き状況は、市公式ウェブサイトに掲載しています。
申し込み要件
□　父母のいずれもが、自宅での保育が難しい場合に申し込みが可能です（２・７ページ）。
申込書提出時に、自宅での保育が難しい（保育の必要性がある）ことを確認する書類（父母分）を提出する必要があります。
□　保育の必要性の種類により、利用できる時間が異なります（３～４ページ）。
申込書記入時の注意
□　記入例をご確認の上、記入もれにご注意ください（2０～2３ページ）。
記入もれがある場合、窓口で確認に時間を要したり、施設の利用調整時の基準となる指数に減点が生じたりする可能性があります。
□　保護者氏名欄は、窓口によく来られる方や保育施設への送迎をされる方の名前が望ましいです。
父母ともに住民票が山口市にある場合はどちらの名前でも申込可能ですが、今後、施設経由で市にご提出いただく書類は今回の申込でご記入いただいた保護者の名前で行うことになります。また、市が交付する通知書（利用調整結果など）の宛先も同様です。

□　利用希望施設名欄は、通園可能なすべての施設をご記入ください。
利用調整は、指数の高い児童から順に第１希望→第２希望→第３希望…の施設について空き枠の有無を確認し、希望施設すべてに入れない場合は「待機」となって次点の児童の利用調整に移ります。「当初は１つの施設のみ記入して申込を行い、入園できなかった場合に次月以降の利用調整から希望施設を追加する」といった流れで申込を行うと、第２希望以降の施設に入れる可能性が下がります。なお、入園決定後に入園を辞退される場合、次回の利用調整から指数が減点されますので、ご注意ください。
□　申込の際に、「個人番号（マイナンバー）」の確認を行います（６ページ）。
申込書に記入された同居家族全員分の「個人番号（マイナンバー）」と窓口に来られた方の本人確認ができるものをご持参ください。なお、窓口に来られた方と保護者（認定者）が異なる場合、保護者（認定者）の健康保険証等をご提示いただく必要があります。

□　申込の受付開始日と受付期限にご注意ください（５ページ）。
施設の利用調整は先着順ではありませんが、提出書類の内容に不備がある場合は申込の受付ができない可能性があります。期限に余裕を持ってお手続きをお願いします。
□　就労証明等の添付書類は、原則として申込日より１ヶ月以内に発行・記入されたものに限ります（２・７ページ）。
入園に当たっての注意

□　入園後、1～２週間は「慣らし保育」（午前中までの保育）となります（15ページ）。
□　施設により、開園時間と閉園時間、延長保育等の有無が異なります（24～26ページ）。
施設利用にかかる費用（10～14ページ）
□　利用者負担額は、原則父母の市民税の額によって決定します。
□　幼児教育・保育の無償化及び第2子以降の利用者負担額（保育料）の無償化により、以下に該当する場合
利用者負担額がかかりません。
・３歳以上児クラスの児童
・０～２歳児クラスの市民税非課税世帯の児童
・市民税課税世帯で、生計同一のお子様のうち第２子以降の0～２歳児クラスの児童
□　３歳以上児クラスの児童は、副食費（おかず代等）がかかります。
父母の市民税の額や児童の出生順位によっては免除される場合があります。なお、副食費の料金や主食の提供の仕方は、施設によって異なります。詳細は、直接施設にご確認ください。

□　認定こども園は、副食費や絵本代等の他、教育充実費の負担があります。

該当する方のみ
□　育児休業中の方は、復職のタイミングと申し込みの時期にご注意ください（5ページ）。
□　妊娠中・出産前後の方は、入園後、在園できる期間に制限があります（3ページ）。
入園日が、産前産後８週の属する月であった場合、産後８週の属する月の末日で一度退園となります。引き続き入園を希望される場合、再度申し込みが必要です。
□　父母が、１月１日時点で山口市に住民票がない場合や単身赴任等により
他市で課税されている場合、所得課税証明書等の提出が必要な場合があります（8ページ）。
□　児童の住民票が山口市外にある場合、申込み先は住民票のある自治体となります。
申込みができる施設は「私立」のみで、利用調整を行う順番は山口市内の児童より後になります。なお、入園する月の1日までに山口市に転入される場合、この限りではありませんので、ご相談ください。
□　きょうだい２人以上で申込する場合、保育利用申込補助票裏面のきょうだいで申込みの場合の希望欄に、必ずご記入ください。

□　父母が、山口市内の認可保育所等に保育士・幼稚園教諭として就労する場合、利用調整の指数が加点されることがあります（要件あり、7ページ）。
□　山口市外の保育施設に申込みする場合、受付期限が山口市内の保育施設の申込期限と異なるため、早めに保育幼稚園課にお問い合わせください。
□　父母の合計収入が103万円以下で同居の祖父母等がいる世帯は、祖父母等のうち最も収入が多い方の市民税額を父母の市民税額と合算し、利用者負担額を算定します（11ページ）。
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問い合わせ　山口市 保育幼稚園課 ℡ 083-934-2798








